
5月29日、下野政務官が町の復旧・復興状況の現地調査を行うため甘
藷育苗施設とトマト養液栽培施設を視察しました。
甘藷育苗施設は、株式会社福島しろはとファームが前原地区に整備（福

島県高付加価値産地展開支援事業）しており、今月中に完成が見込まれてい
ます。育苗施設では健全な苗を町内を含めた県内全域に供給できるこ
とから基腐病などの甘藷の病害を防ぐことが期待されます。

👈「鉄コンテナによる
甘藷育苗手法と一斉採
苗手法」で特許を取得

下野農林水産大臣政務官が町内の農業施設を視察!!

サツマイモ🍠お世話していますか？～チャレンジ農業！～

楢葉町は、サツマイモの一大産地化を目指
して栽培が進められています。町の特産と
なるサツマイモを身近に感じていただくた
め、子どもたちにサツマイモの苗（品種：
べにはるか）をプレゼントしました。
畑で栽培するほか、プランターや袋等で栽
培していることと思います。陽当たりや風
通しの良い場所に置く等、良好な栽培環境
で楽しみながら育ててください。
◆雑草を取り除きサツマイモがすくすくと
育つ環境をつくりましょう！

◆日頃からよく観察して病気や害虫等をよ
く観察するようにしましょう！

※ホームセンター等で苗を購入した場合も含め、葉
の色をよく観察するようにしましょう。もし、変色
した葉を見つけた場合は産業振興課にご連絡をお願
いいたします。【☎0240-23-6104】

5月26日、町内の「マルト専用さつまいも農地（上繁岡地区）」において
苗植え会が開催されました。このプロジェクトは、楢葉町のさつまいも
を日本一に！という思いから株式会社マルト（本部：いわき市）と株式

会社福島しろはとファーム等が中心と
なり、取組みがスタートしました。
今後は中高生とともに商品化にも取組
み、店舗販売等を行う予定です。
町は６次産業化や食による健康増進の
推進等、公民双方の資源やノウハウを
協働により推進していくため、株式会
社マルトと連携協定を締結予定です。

「楢葉町×マルトさつまいもプロジェクト」がスタート！

熱中症に注意しましょう！
（水分・塩分補給を！）

令和４年７月
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トマトの養液栽培を行っている
株式会社ナラハプラントファク
トリーの青木代表は、施設園芸
の中核施設として農業の復興と
雇用就農の促進に取り組んでい
ることや燃油高騰に伴う冬季の
光熱費、特に重油の値上がりが
経営的に影響を受けている状況
等について説明しました。

栽培管理等について説明する青木代表



町内でもイノシシ等による農作物への被害やアラ
イグマ等の外来生物の増加が問題となっています。
町は農作物への鳥獣被害防止
対策として新たに狩猟活動を
行う皆さんを募集しています。
狩猟免許取得や猟銃等取得に
ついて、町独自の補助金を設
けていますので是非、ご活用
ください。
なお、申請を予定されている方は、事前に産業振
興課までご連絡をお願いいたします。

🐗猟銃等取得補助金（町独自）

先月から町内でもサルの目撃情報やイノシシや
カラス、野ウサギ等による鳥獣被害等が寄せら
れていますので、ご注意ください！！！
・サルの群れ（５～６頭）目撃情報（女平）
・カラスによる甘藷苗の引抜き被害（波倉）
・野ウサギによる甘藷の新芽食害等（営団）

🐗鳥獣被害防止対策🐵

＜地域で見られる「獣害等」の原因＞
「知っておくべき獣害対策の基本」農林水産省資料から一部引用

①人が被害と思わないエサがある。
☞収穫残渣や放任農産物等をチェック！
②電気柵等が正しく設置されていない。
☞電気柵の下段の高さは20cm確保を！
☞段差等で空間ができていないか確認！
③農地周辺に隠れ場所がある。
☞耕作放棄地や管理不足の林縁や藪等、
農地の周辺に管理されていない場所が
あると動物の隠れ場所となる。

◆対象経費：猟銃等所持許可の取得及び猟銃の
購入に係る経費

◆補助額：経費総額の1/2、上限20万円。
◆対象者等に関するご相談は、産業振興課まで
お問い合わせください。

福島県は、令和4年6月10日から9月10日まで
の３か月間を「農薬危害防止運動」期間とするこ
とを定めました。

■重点事項■
①農薬の適正使用の
徹底（農薬使用基準、
適用病害虫の範囲、
使用方法及び使用上
の注意事項の遵守の
徹底。
また、農薬の適正な
保管管理や農薬使用
者の安全対策にも留
意すること。

②農薬の空中散布に
おける福島県無人航
空機安全ガイドライ
ンの遵守徹底（航空
法の遵守、危害防止、
作業関係者の安全確
保）

③農薬散布等計画の
周知の徹底（農薬を
使用する際、農業関
係者は養蜂業者等に
農薬散布計画を周知
するよう努めること）
とされています。

「農薬危害防止運動」の実施 木戸川鮎釣り解禁！！

7月2日、木戸川の鮎釣りが解禁されました。
漁法や魚種、禁漁区域等のルールやマナーを
守り釣りを楽しみましょう！
なお、令和元年の台風19号による災害復旧
工事が終了していない場所が多数あることか
ら多少濁りが入る可能性もありま
すが、ご理解とご協力をお願いい
たします。
遊漁証やおとり鮎販売等に関する
お問い合わせは、木戸川漁業協同
組合へ

■令和4年度農薬危害防止運動

～農薬は周りに配慮し正しく使用～

農水省・厚労省・環境省・福島県共催 木戸川漁業協同組合 ☎0240-25-3414
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